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「居宅介護支援」重要事項説明書 

 

 

 

 

 

 

当事業所はご契約者に対して居宅介護支援サービスを提供します。事業所の概要や提供

されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※当サービスの利用は、原則として要介護認定の結果「要介護」と認定された方が

対象となります。要介護認定をまだ受けていない方でもサービスの利用は可能で

す。 
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当事業所は介護保険の指定を受けています。 

（岡山県指定 第３３７３３００２８８号） 

 

 契約者が居宅での介護サービスやその他の保健医療サービス、福祉サービスを適切に利用す

ることができるよう、次のサービスを実施します。 

○ご契約者の心身の状況やご契約者とそのご家族等の希望をおうかがいして、「居宅サービス計

画（ケアプラン）」を作成します。 

○ご契約者の居宅サービス計画に基づくサービス等の提供が確保されるよう、ご契約者及びそ

の家族等、居宅サービス事業者等との連絡調整を継続的に行い、居宅サービス計画の実施状

況を把握します。 

○必要に応じて、事業者とご契約者双方の合意に基づき、居宅サービス計画を変更します。 

☆居宅介護支援とは 
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１．事業所の概要 

（１）事業所の種類    居宅介護支援事業所 

（２）事業の目的      社会福祉法人哲西福祉会が運営する哲西荘居宅介護支援事業所は

介護保険法の理念に基づき、利用者がその有する能力に応じた自

立した生活が送れるよう、適切な指定居宅介護支援を提供するこ

とを目的とする。 

（３）事業所の名称    哲西荘居宅介護支援事業所  

平成１６年４月１日指定 岡山県３３７３３００２８８号 

（４）事業所の所在地  岡山県新見市哲西町矢田４３５１ 

（５）電話番号       ０８６７－９４－３５３３ 

（６）管 理 者    氏名    日 野 宏 美 

（７）当事業所の運営方針 利用者が要介護状態等になった場合においても可能な限り居

宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営

むことができるよう配慮して行う。また、利用者の心身の状

態やその置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づ

き適切な保険医療サービス及び福祉サービスや施設等の多様

なサービスを事業者との連携により、総合的かつ効果的に提

供するように努めるものとする。利用者の意思及び人格を尊

重し、常に利用者の立場に立ち、利用者に提供されるサービ

スが特定の種類、特定の事業者に不当に偏らないよう公正、

中立に行うものとする。 

（８）開設年月       平成１６年 ４月 １日 

 

２．事業実施地域及び営業時間 

（１）通常の事業の実施地域 新見市哲西町、新見市哲多町及び新見市神郷とする。  

（２）営業日及び営業時間      

営業日 

月曜日から金曜日までとする。ただし、 国民の祝日に関す

る法律に規定する日、年末年始（１２月２９日から１月３日）

を除く日 

営業時間 午前８時３０分から午後５時までとする。 

 

３．職員の体制 

 当事業所では、ご契約者に対して指定居宅介護支援サービスを提供する職員として、以

下の職種の職員を配置しています。 

<主な職員の配置状況>※職員の配置については、指定基準を遵守します。 
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職 種 常勤 非常勤 指定基準 職務の内容 

１．管 理 者 １ ― １名  介護支援専門員兼務 

２．介護支援専門員 ２ ― ２名  
訪問調査 

ケアプラン作成等 

※常勤換算：職員それぞれの週あたりの勤務延時間数の総数を当事業所におけ

る常勤職員の所定勤務時間数（例：週 40 時間）で除した数です。 

 

 

４．当事業所が提供するサービスと利用料金 

当事業所では、居宅介護支援として次のサービスを提供します。 

当事業所が提供するサービスについて、法定代理受領の場合、利用料金は介護保険から

給付されますので、ご契約者の利用料負担はありません。 

 

（１）サービスの内容と利用料金 

＜サービスの内容＞ 

 ①居宅サービス計画の作成 

ご契約者のご家庭を訪問して、ご契約者の心身の状況、置かれている環境等を把握し

たうえで、居宅介護サービス及びその他の必要な保健医療サービス、福祉サービス（以

下「指定居宅サービス等」という。）が、総合的かつ効率的に提供されるように配慮し

て、居宅サービス計画を作成します。 

＜居宅サービス計画の作成の流れ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③介護支援専門員は、契約者及びその家族の置かれた状況等を考慮して、

契約者に提供されるサービスの目標、その達成時期、サービスを提供

する上での留意点等を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成しま

す。  

④介護支援専門員は、前項で作成した居宅サービス計画の原案に盛り込んだ指定

居宅サービス等について、保険給付の対象となるか否かを区分した上で、その

種類、内容、利用料等について契約者及びその家族等に対して説明し、契約者

の同意を得た上で決定するものとします。 

②居宅サービス計画の作成の開始にあたって、当該地域における指定居宅

サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に契

約者又はその家族等に対して提供して、契約者にサービスの選択を求め

ます。  

①事業者は、介護支援専門員に居宅サービス計画の作成に関する業務を担

当させます。  
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 ②居宅サービス計画作成後の便宜の供与 

・ご契約者及びその家族等、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行い、居宅

サービス計画の実施状況を把握します。 

・居宅サービス計画の目標に沿ってサービスが提供されるよう指定居宅サービス事業者

等との連絡調整を行います。 

・ご契約者の意思を踏まえて、要介護認定の更新申請等に必要な援助を行います。 

 

 ③居宅サービス計画の変更 

 ご契約者が居宅サービス計画の変更を希望した場合、または事業者が居宅サービス計

画の変更が必要と判断した場合は、事業者とご契約者双方の合意に基づき、居宅サービ

ス計画を変更します。 

 

 ④介護保険施設への紹介 

 ご契約者が居宅において日常生活を営むことが困難となったと認められる場合又は

利用者が介護保険施設への入所を希望する場合には、介護保険施設への紹介その他の便

宜の提供を行います。 

 

 ⑤ケアプランにおけるサービスの利用割合（別紙１） 

   当事業所のケアプランの訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与

の利用状況は別紙のとおりです。 

 

  ＜サービス利用料金＞ （別紙２）  

居宅介護支援に関するサービス利用料金について、事業者が法律の規定に基づいて、介

護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領する場合（法定代理受領）は、ご契約

者の自己負担はありません。 

但し、ご契約者の介護保険料の滞納等により、事業者が介護保険からサービス利用料金

に相当する給付を受領することができない場合は、介護報酬告示上の額の全額をいったん

お支払い下さい。 

 

（２）交通費（抜粋運営規程第１０条参照） 

通常の事業の実施地域以外からの利用者の要請があったときは、指定居宅介護支援を行

う場合に要した交通費については、通常の事業実施地域を越えた地点から片道１ｋｍにつ

き２０円とする。 
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５．サービスの利用に関する留意事項 

（１）サービス提供を行う介護支援専門員 

サービス提供時に、担当の介護支援専門員を決定します。 

（２）介護支援専門員の交替  

 ①事業者からの介護支援専門員の交替 

事業者の都合により、介護支援専門員を交替することがあります。 

介護支援専門員を交替する場合は、ご契約者に対してサービス利用上の不利益が生じ

ないよう十分に配慮するものとします。 

 ②ご契約者からの交替の申し出 

選任された介護支援専門員の交替を希望する場合には、当該介護支援専門員が業務上

不適当と認められる事情その他交替を希望する理由を明らかにして、事業者に対して介

護支援専門員の交替を申し出ることができます。ただし、ご契約者から特定の介護支援

専門員の指名はできません。 

（３）契約期間 

  この契約の有効期間は、契約締結の日からご契約者の要介護認定の有効期間満了をも

ってこの契約期間の満了日とします。ただし、契約満了日の７日前までに事業者とご契

約者といずれから異議がないときは、この契約は更に同じ条件で更新されたものとみな

し、以後も同様となります。 

  契約期間中は、以下のような事由がない限り、継続してサービスを利用することがで

きますが、仮にこのような事項に該当するに至った場合は、当事業所との契約は終了し

ます。 

① ご契約者が死亡した場合 

② 要介護認定によりご契約者の心身の状況が「要支援」と判定された場合 

③ 事業者が解散した場合、破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉鎖した

場合 

④ 当事業所が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合 

⑤ ご契約者から解約又は契約解除の申し出があった場合 

⑥ 事業者から契約解除を申し出た場合 

 

※ご契約者からの解約・契約解除の申し出 

  契約の有効期間であっても、ご契約者から利用契約を解約することができます。その

場合には、契約終了を希望する日の７日前までに解約の旨をご連絡ください。ただし、

以下の場合には、即時に契約を解約・解除することができます。 
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① 介護保険給付対象外サービスの利用料金の変更に同意できない場合 

② ご契約者が入院された場合 

③ ご契約者の「居宅サービス計画（ケアプラン）」が変更された場合 

④ 事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定めるサービスを実施し

ない場合 

⑤ 事業者もしくはサービス従事者が守秘義務に違反した場合 

⑥ 事業者もしくはサービス従事者が故意又は過失によりご契約者の身体・財物・信用等

を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められ

る場合 

 

６．事故発生時の対応及び損害賠償 

  事故発生の時は関係機関に連絡して対応します。 

  事業所側に故意又は過失がある場合には、速やかに利用者の損害を賠償します。ただ

し、利用者側に重過失がある場合には、損害賠償の額を減ずることがあります。 

 

７．苦情・緊急時の受付について 

（１）苦情・緊急時の受付 

当事業所に対する苦情や緊急時のご相談・ご連絡は以下の専用窓口で受け付けます。 

 ○苦情受付窓口 

    苦情受付担当者  日 野 宏 美 

    苦情解決責任者  藤 村   晃 

    ○苦情・緊急時受付時間   毎週月曜日～金曜日 

８：３０～１７：００ 

電話番号 ０８６７－９４－３５３３ 

 

（２）行政機関その他苦情受付 

 

新見市役所 

哲西支局市民福祉係 

所 在 地 新見市哲西町矢田３６０４ 

電話番号 ０８６７－９４－２１１１ 

受付時間 月～金曜 ８時３０分～１７時 

国民健康保険団体連合会 

所 在 地 岡山市桑田町１７番５号 

電話番号 ０８６－２２３－８８１１ 

受付時間 月～金曜 ８時３０分～１７時 

新見市役所福祉部 

高齢者支援課介護保険係 

所 在 地 新見市新見３１０－３ 

電話番号 ０８６７－７２－３１４８ 

受付時間 月～金曜 ８時３０分～１７時 

 

 

哲西福祉会第三者委員 

 

 

  

垰   香 澄  電話０８６７－９４－３１８２ 

 

 渡 辺 昭 良  電話０８６７－９４－２０５９ 
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８．秘密保持について 

 

 業務上知り得た利用者又はその家族の秘密は漏らしません。 

 ただし、次のような事例で利用者の個人情報や利用者の家族の個人情報を用いる場合が

あります。 

 【当事業所の内部での利用に係る事例】 

①当該事業所が介護サービスの利用者等に提供する介護サービス 

②介護保険事務 

③介護サービスの利用者に係る事業所等の管理運営業務のうち、入退所等の管理、 

 会計経理、事故等の報告、当該利用者の介護サービスの向上 

④介護関係事業者の管理運営のうち、介護サービスや業務の維持・改善の基礎資料、 

 介護保険施設等において行われる学生の実習への協力 

 【他の事業者等への情報提供を伴う事例】 

①当該事業所等が利用者等に提供するサービスのうち、当該利用者に居宅サービス

を提供する他の居宅サービス事業者や居宅介護支援事業所等との連携（サービス

担当者会議、ICT（情報通信技術）を活用した情報共有や会議等）、照会への回答、

その他の業務委託、家族等への心身の状況説明 

②介護保険事務のうち、保険事務の委託、審査支払機関へのレセプトの提出、審査 

 支払機関又は保険者からの照会への回答 

③損害賠償保険などに係る保険会社への相談又は届出等 
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指定居宅介護支援サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行い

ました。 

 

令和  年  月  日 

 哲西荘居宅介護支援事業所  

説明者職名 介護支援専門員  氏 名              

 

 以上のとおり契約が成立したことを証するために重要事項説明書２通を作成し、ご契約

者及び事業者各自その１通を保有することとします。 

 

 

事業者  住 所  岡山県新見市哲西町矢田４３５１ 

       氏 名  社会福祉法人哲西福祉会 

            理事長 塚本 陽満 

 

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、指定居宅介護支援サービス

の提供を受けることに同意します。また、重要事項説明書第８項に記載された利用目的の

ために、私の個人情報を利用することについて同意します。 

 

利用者  住 所 

氏 名              印 

代理人署名の場合 

  代理人  住 所 

     氏 名              印 

          （続柄          ）  

 

利用者が居宅介護支援事業の提供を受けることに伴い、重要事項説明書第８項に記載さ

れた利用目的のために、利用者の家族の個人情報を利用することについて同意します。 

                                                                                                                                                      

家族代表  住 所 

     氏 名              印                   

           （続柄          ） 
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（別紙１） 

 

①  前６か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所

介護、福祉用具貸与の各サービスの利用割合。 

 

訪問介護      ３９％ 

通所介護      ５５％ 

地域密着型通所介護 １４％ 

福祉用具貸与    ５３％ 

 

②  前６か月間に作成した居宅サービス計画における、訪問介護、通所介護、地域密着

型通所介護、福祉用具貸与の各サービスごとの、同一事業者によって提供されたもの

の割合。 

 

訪問介護 
哲西福祉会訪

問介護事業所 

 

６６％ 
きらめき訪問

介護事業所 
３０％ 

新見市社協中

央ヘルプセン

ター 

 

４％ 

通所介護 

哲西荘デイサ

ービスセンタ

ー 

 

９４％ 

デイサービス

センターオレ

ンジ 

３％ 
神郷デイサー

ビスセンター 

 

３％ 

地域密着型

通所介護 

哲西荘デイサ

ービスセンタ

ー（認知症型） 

 

100％ 

 

  

 

福祉用具貸

与 

さくらメディ

カルサービス

新見営業所 

 

５８％ 介護福祉用品

の店 とも 
４２％  

 

                              令和６年３月末集計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 10 

（別紙２） 

居宅介護支援サービス利用料金 

 

【厚生労働大臣が定める介護報酬告示上の額】 

居宅介護支援費（ⅰ） 

〈取扱件数４４件未満〉 

要介護 １・２ １０，８６０円 

要介護 ３・４・５ １４，１１０円 

居宅介護支援費（ⅱ） 

〈取扱件数４５件以上 

６０件未満〉 

要介護 １・２ ５，４４０円 

要介護 ３・４・５  ７，０４０円 

居宅介護支援費（ⅲ） 

〈取扱件数６０件以上〉 

要介護 １・２ ３，２６０円 

要介護 ３・４・５ ４，２２０円 

 

【加算】以下の要件を満たす場合、上記の基本利用料に以下の料金が加算されます。 

加算の種類 加 算 の 要 件 加 算 額 

特別地域 

居宅介護支援加算 

事業所が特別地域に所在する場合 

（当事業所は特別地域に該当します。） 

基本利用料の  

１５％ 

初回加算 

新規あるいは要介護状態区分が２区分以

上変更された場合に居宅サービス計画を

作成した場合 

３,０００円 

入院時情報連携加算（Ⅰ） 

利用者が病院等に入院した際に、必要な情

報を入院した日のうちに提供した場合（１

月に１回を限度） 

２,５００円 

入院時情報連携加算（Ⅱ） 

利用者が病院等に入院した際に、必要な情

報を 3日以内に提供した場合（１月に１回

を限度） 

２,０００円 

退院・退所加算 

入院または入所期間中に退院・退所に当たって病院・施設の職

員と面談を行って、必要な情報提供を受け居宅サービス計画書

を作成や利用調整を行った場合（入院または入所期間中につき

３回を限度） 

 カンファレンス参加 カンファレンス参加無 

１回 ６，０００円 ４，５００円 

２回 ７，５００円 ６，０００円 

３回 
９，０００円 

（担当医との会議） 
 

通院時情報連携加算 

利用者が医師又は歯科医師の診察を受け

る際に同席し、医師等に利用者の情報提供

を行い、医師等から情報提供を受け居宅サ

ービス計画に記録した場合（1月に 1回） 

５００円 
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ターミナルケア 

マネジメント加算 

末期悪性腫瘍の利用者へ主治医の助言を

得つつ、ターミナル期に頻回な訪問により

利用者の状態把握を行い、主治医や居宅サ

ービス事業者へ情報を提供した場合（月１

回） 

４,０００円 

小規模多機能型居宅介護

事業所連携加算 

利用者が小規模多機能型居宅介護事業所

を利用するに当たって必要な情報を提供

し、小規模多機能型居宅介護事業所におけ

る居宅サービス計画の作成等に協力した

場合 

３,０００円 

緊急時等居宅 

カンファレンス加算 

病院又は診療所の求めにより、医師又は看

護師等と共に居宅を訪問してカンファレ

ンスを行い、利用者に必要な居宅サービス

等の利用調整を行った場合（１月に２回を

限度） 

２,０００円 

     

【運営規程で定める料金（サービス利用に係る自己負担額）】 

通常の事業の実施地域を越えた地点からの交通費・・・・・・・・・１㎞につき２０円 


